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【書類名】明細書
【発明の名称】三輪車両
【技術分野】
　【０００１】
　本発明は三輪車両に係り、とくに左右２つの後輪を備えた三輪車両に関する。
【背景技術】
　【０００２】
　従来から、特許第３２３１０６７号公報の図１３乃至図１６記載の如く、左右２つの後
輪を備えた三輪車両がある。この三輪車両は、前部車体フレーム１に設けた前部車体ブラ
ケット３に上下揺動自在に支持した揺動ブラケット９５に、後部車体に設けた後部車体ブ
ラケット５をスイング軸を介して左右揺動自在に支持し、揺動ブラケット９５と前部車体
フレーム１とをリアクッション８を介して接続したものである。これにより、前部車体は
後部車体に対して左右に揺動することができ、かつ後部車体は全部車体に対してリアクッ
ション８を伸縮させながら上下に揺動することができる。
　【０００３】
　ところが、上記した従来の三輪車両では、右または左に曲がるとき、左右の後輪が路面
に接地しているので安定しているものの、路面に対し左右の後輪が鉛直に立ったままなの
で、小回りが難しい欠点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
　【０００４】
　　【特許文献１】特許第３２３１０６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
　【０００５】
　本発明は上記した従来技術の問題に鑑みなされたもので、小回りの容易な三輪車両を提
供することを、その目的とする。
【課題を解決するための手段】
　【０００６】
　請求項１記載の発明では、
　　前輪一輪、後輪二輪の三輪車両の車体フレームの後部左端部に揺動支持軸を介して上
下に揺動自在に支持された左車輪用の左スイングアームと、
　前記車体フレームの後部右端部に揺動支持軸を介して上下に揺動自在に支持された右車
輪用の右スイングアームと、
　前記左スイングアームの後端部に回転自在に装備された左後輪と、
　前記右スイングアームの後端部に回転自在に装備された右後輪と、
　前記車体フレームの後部の左右方向に見た中央の上と下に各々、揺動支持軸を介して上
下に揺動自在に支持されたアッパアーム及びロアアームと、
　前記アッパアームの揺動側端部と前記ロアアームの揺動側端部に上下端部が各々、連結
軸を介して上下動自在に連結された中間リンクと、
　前記車体フレームの後部と前記中間リンクの間に介装したショックアブソーバと、
　前記中間リンクに、前後方向を軸方向とした回動支持軸を介して回動自在に支持されて
、回動支持軸より左側部分が上動・下動すると右側部分が下動・上動する後輪位置調節部
材と、
　前記後輪位置調節部材の回動支持軸より左側と前記左スイングアームとに上下端部が各
々、連結軸を介して連結された左コントロールリンクと、
　前記後輪位置調節部材の回動支持軸より右側と前記右スイングアームとに上下端部が各
々、連結軸を介して連結された右コントロールリンクと、
　を備えたことを特徴としている。
　請求項２記載の発明では、
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　左後輪と右後輪は、インホイールモータ駆動、ベルトドライブ駆動、チェーンドライブ
駆動、ドライブシャフト駆動の内のいづれか１つの方式で駆動されること、
　を特徴としている。
【発明の効果】
　【０００７】
　本発明によれば、右または左に曲がる際に、三輪車両の安定性を確保しながら、小回り
を可能とできる。
【図面の簡単な説明】
　【０００８】
　　【図１】本発明に係る自動三輪車の外観斜視図である（実施例１）。
　　【図２】自動三輪車の側面図である。
　　【図３】自動三輪車の平面図である。
　　【図４】自動三輪車の背面図である。
　　【図５】自動三輪車の主要部の構成を示す一部省略した斜視図である。
　　【図６】自動三輪車の主要部の構成を示す一部省略した平面図である。
　　【図７】自動三輪車の主要部の構成を示す一部省略した側面図である。
　　【図８】第２のリンク構造の機能を示す説明図である。
　　【図９】自動三輪車が右に曲がる際の第２のリンク構造の作用を示す説明図である。
　　【図１０】自動三輪車が左に曲がる際の第２のリンク構造の作用を示す説明図である
　　。
　　【図１１】自動三輪車の変形例を示す外観斜視図である。
　　【図１２】自動三輪車の他の変形例を示す外観斜視図である。
【発明を実施するための最良の形態】
　【０００９】
　以下、本発明の最良の形態を実施例に基づき説明する。
【実施例１】
　【００１０】
　図１は本発明に係る自動三輪車の外観斜視図、図２は図１に示す自動三輪車の側面図、
図３は図１に示す自動三輪車の平面図、図４は図１に示す自動三輪車の背面図、図５は図
１の自動三輪車の主要部を示す一部省略した斜視図、図６は図１の自動三輪車の主要部の
構成を示す一部省略した平面図、図７は図１の自動三輪車の主要部の構成を示す一部省略
した側面図である。
　これらの図において、１は前輪一輪、後輪二輪の三輪車両の一例としての自動三輪車で
あり、左右２つの後輪はここではインホイールモータ駆動式である。２は自動三輪車１の
車体フレームであり、この車体フレーム２は左側部と右側部に配設された略Ｃ字状の左フ
レーム３と右フレーム４、左フレーム３と右フレーム４の間に架設された複数の横フレー
ム５、６、７などから成る。横フレーム５、６、７は車体フレーム２の後部で、左フレー
ム３と右フレーム４の間に、下から上へ順に架設されている。１０は車体フレーム２の前
端部に回転自在に装備されたハンドル、１１は車体フレーム２の前端部に回転自在に支持
されたステアリングシャフト（図示しない）に結合されたフロントフォーク、１２はフロ
ントフォーク１１に回転自在に装備された前輪である。１３は車体フレーム２に装着され
た座席、１４はバッテリ、モータ制御装置などを含む電装ボックスである。ハンドル１０
はステアリングシャフトの上端に装着されている。
　【００１１】
　２０は左後輪用の左スイングアームであり、この左スイングアーム２０は車体フレーム
２の後下部の左端部から後方へ直線的に延設されている。左フレーム３の後下部と横フレ
ーム５の左端部に一対のブラケット２１が固着されている。左スイングアーム２０の前端
部がブラケット２１に備えた揺動支持軸（ピボット軸）２２を介して上下揺動自在に支持
されている。左スイングアーム２０の後端部にはインホイールモータ２３と、回転自在で
インホイールモータ２３により回転駆動される左後輪２４が装備されている。３０は右後
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輪用の右スイングアームであり、この右スイングアーム３０は車体フレーム２の後下部の
右端部から後方へ直線的に延設されている。右フレーム４の後下部と横フレーム５の右端
部に一対のブラケット３１が固着されている。右側スイングアーム３０の前端部がブラケ
ット３１に備えた揺動支持軸（ピボット軸）３２を介して上下揺動自在に支持されている
。右スイングアーム３０の後端部にはインホイールモータ３３と、回転自在でインホイー
ルモータ３３により回転駆動される左後輪３４が装備されている。
　【００１２】
　４０は車体フレーム２の後部の左右方向の中央に装備されたリアサスペンションであり
、左後輪２４と右後輪３４から車体フレーム２に伝わる衝撃を吸収する。リアサスペンシ
ョン４０の内、４１と４２は車体フレーム２の後部の上下から後方へ延設されたアッパア
ーム（Ａ型アッパアーム）とロアアーム、４３はアッパアーム４１とロアアーム４２の後
端部に連結された中間リンク、４４は車体フレーム２の後部と中間リンク４３の間に介装
されたショックアブソーバ（ここではスプリング付ダンパとする）、４５は中間リンク４
３に回動自在に軸支された後輪位置調節部材、４６は後輪位置調節部材４５の左端部と左
スイングアーム２０に両端部が連結された左コントロールリンクとしての左コントロール
ロッド、４７は後輪位置調節部材４５の右端部と右スイングアーム３０に両端部が連結さ
れた右コントロールリンクとしての右コントロールロッドである。
　【００１３】
　アッパアーム４１は左右対称に斜め後方へ延設された左分岐アーム４１ａと右分岐アー
ム４１ｂが後端側で一体化された構造を有する。車体フレーム２の後部に架設された横フ
レーム７に中央から見て左右対称に一対ずつのブラケット５０、５１が固着されている。
左分岐アーム４１ａの前端部は一対のブラケット５０に揺動支持軸５２を介して上下揺動
自在に支持されている。右分岐アーム４１ｂの前端部は一対のブラケット５１に揺動支持
軸５３を介して上下揺動自在に支持されている。車体フレーム２の後部に架設された横フ
レーム６の中央に一対のブラケット５４が固着されている。ロアアーム４２の前端部は一
対のブラケット５４に揺動支持軸５５を介して上下揺動自在に支持されている。ロアアー
ム４２は平面的に見て車体フレーム２の左右方向の中心線に沿って後方に延長されている
。中間リンク４３は上下に略角棒状に延設されており、中間リンク４３の上端部にアッパ
アーム４１の後端部である揺動側端部が回動支持軸５６により連結されている。ロアアー
ム４２の後端部である揺動側端部は中間リンク４３の下端部のコ字状の支持部に回動支持
軸５７により連結されている。
　【００１４】
　アッパアーム４１、中間リンク４３、ロアアーム４２は第１のリンク機構５８を成す。
第１のリンク機構５８は揺動支持軸５２及び５３と５５を固定支点、回動支持軸５６、５
７を可動支点として、中間リンク４３が上下に移動する。中間リンク４３は平面的に見て
、自動三輪車１の左右方向の中央で上下に移動する。また中間リンク４３は側面的に見て
、左スイングアーム２０、右スイングアーム３０の長手方向の内、ほぼ真ん中近くで上下
に移動する。なお、中間リンク４３は側面的に見て、左スイングアーム２０、右スイング
アーム３０の長手方向の真ん中より前寄りまたは後寄りで上下に移動するようにしても良
い。
　【００１５】
　横フレーム７の左右方向の中央にコ字状のブラケット５９が固着されている。ショック
アブソーバ４４の上端部はブラケット５９に支持軸６０を介して支持されている。ショッ
クアブソーバ４４の下端部は中間リンク４３の下端部で、回動支持軸５６のすぐ上側に支
持軸６１により支持されている。中間リンク４３が上動するときショックアブソーバ４４
には圧縮力が掛かり、中間リンク４３が下動するとき伸長力が掛かる。ショックアブソー
バ４４は中間リンク４３が上下動するときの衝撃を吸収する。
　【００１６】
　後輪位置調節部材４５は左右に延びた二等辺三角形の形状をした厚板部材からなる。後
輪位置調節部材４５は左右方向の中央が回動支持軸６２を介して中間リンク４３に支持さ
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れている。回動支持軸６２は前後方向を軸方向としている。回動支持軸６２は中間リンク
４３の上端部で、回動支持軸５６のすぐ下に配備されている。左コントロールロッド４６
は上端部と下端部が連結軸としてのピンボールジョイント６３、６４により後輪位置調節
部材４５の背面側の左端部と左スイングアーム２０の前後方向に見た中央近くの右側面に
連結されている。右コントロールロッド４７は上端部と下端部が連結軸としてのピンボー
ルジョイント６５、６６により後輪位置調節部材４５の背面側の右端部と右スイングアー
ム３０の前後方向に見た中央近くの左側面に連結されている。
　【００１７】
　左スイングアーム２０、左コントロールロッド４６、後輪位置調節部材４５、右コント
ロールロッド４７、右スイングアーム３０は第２のリンク機構６７を成す。第２のリンク
機構６７は揺動支持軸２２、３２を固定支点、回動支持軸６２を半固定支点、ピンボール
ジョイント６３乃至６６を可動支点として、左スイングアーム４６、右スイングアーム４
７が上下に揺動する。
　後輪位置調節部材４５が背面から見て水平姿勢から時計回りに回動すると、右コントロ
ールロッド４７が右スイングアーム３０を引き上げ、左コントロールロッド４６が左スイ
ングアーム２０を押し下げる（図８（１）参照）。反対に車輪位置調節部材４５が背面か
ら見て水平姿勢から反時計回りに回動すると、右コントロールロッド４７が右スイングア
ーム３０を押し下げ、左コントロールロッド４６が左スイングアーム２０を引き上げる（
図８（２）参照）。
　【００１８】
　電装ボックス１４のモータ制御装置（図示せず）はドライバのアクセル操作、ブレーキ
操作、ハンドル操作に応じてインホイールモータ２３、３３を制御し、左後輪２４と右後
輪３４を回転駆動させたり、停止させたりする。左スイングアーム２０、右スイングアー
ム３０の後端部にはドライバのブレーキ操作に応じて左後輪２４と右後輪３４にブレーキ
を掛けるブレーキ機構（図示せず）が装備されている。
　【００１９】
　次に上記した実施例の動作を説明する。
　自動三輪車１が水平で平らな路面を走行中、車体フレーム２は路面に対し真っ直ぐ立っ
ており、横フレーム５、６、７は水平である。何らかの原因で後輪位置調節部材４５が背
面から見て水平姿勢から時計回りに回動すると、右コントロールロッド４７が右車輪３４
を押し下げる。すると右車輪３４が路面を押す荷重が大きくなり、右車輪３４が路面から
受ける反力が大きくなり、右コントロールロッド４７を押し上げる。この結果、後輪位置
調節部材４５が水平姿勢に戻る。反対に、何らかの原因で後輪位置調節部材４５が背面か
ら見て水平姿勢から反時計回りに回動すると、左コントロールロッド４７が左車輪２４を
押し下げる。すると、左車輪２４が路面を押す荷重が大きくなり、左車輪２４が路面から
受ける反力が大きくなり、左コントロールロッド４６を押し上げる。この結果、後輪位置
調節部材４５が水平姿勢に戻る。このようにして、水平で平らな路面を走行中、後輪位置
調節部材４５はほぼ水平な向きとなっている。
　【００２０】
　走行中に左車輪２４と右車輪３４が同じ段差を乗り越えて左車輪２４、右車輪３４が路
面から大きな反力を受けると、左コントロールロッド４６と右コントロールロッド４７が
後輪位置調節部材４５を大きな力で上方に押す。この上向きの力は回動支軸軸６２から中
間リンク４３に伝達されて中間リンク４３を上方移動させるが、中間リンク４３と横フレ
ーム７の間に連結されたショックアブソーバ４４の働きで車体フレーム２には衝撃が緩和
されて伝達される。
　【００２１】
　これと異なり、図９に示す如く、直進状態から右に曲がるため、ドライバがハンドル１
０を右に切るとともに体重を右に傾けると、車体フレーム２が真っ直ぐ立った状態から右
に傾き、横フレーム５、６、７は右に傾く。左車輪２４、右車輪３４は車体フレーム２の
傾きと一体的に傾く。カーブする側の右車輪３４は路面７０との接地状態を続ける。この
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際、後輪位置調節部材４５は車体フレーム２の傾きと一体的に傾き、左車輪２４は路面７
０から浮こうとする。右車輪３４が路面７０を押す荷重が大きくなり、右車輪３４が路面
７０から受ける反力が大きくなり、右コントロールロッド４７を押し上げる。すると、後
輪位置調節部材４５は背面から見て右端部が反時計方向に回動して上動し、後輪位置調節
部材４５の左端部が反時計方向に回動して下動する。この結果、左コントロールロッド４
６が左スイングアーム２０を下方へ押す。従って、左車輪２４は路面７０との接地状態を
維持でき、自動三輪車１の安定性を確保できる。また、左車輪２４、右車輪３４は右に傾
いているので小回りが可能となる。
　【００２２】
　反対に、図１０に示す如く、直進状態から左に曲がるため、ドライバがハンドル１０を
左に切るとともに体重を左に傾けると、車体フレーム２が真っ直ぐ立った状態から左に傾
き、横フレーム５、６、７は左に傾く。左車輪２４、右車輪３４は車体フレーム２の傾き
と一体的に傾く。カーブする側の左車輪２４は路面７０との接地状態を続ける。この際、
後輪位置調節部材４５は車体フレーム２の傾きと一体的に傾き、右車輪３４は路面７０か
ら浮こうとする。左車輪２４が路面７０を押す荷重が大きくなり、左車輪２４が路面７０
から受ける反力が大きくなり、左コントロールロッド４６を押し上げる。すると、後輪位
置調節部材４５は背面から見て左端部が時計方向に回動して上動し、後輪位置調節部材４
５の右端部が時計方向に回動して下動する。この結果、右コントロールロッド４７が右ス
イングアーム３０を下方へ押す。従って、右車輪３４は路面７０との接地状態を維持でき
、自動三輪車１の安定性を確保できる。左車輪２４、右車輪３４は左に傾いているので小
回りが可能となる。
　【００２３】
　この実施例によれば、右（または左）に曲がるとき、車体フレーム２の傾きに伴って左
車輪２４、右車輪３４が傾く。カーブする側の右車輪３４（または左車輪２４）は路面７
０との接地状態を続ける。この際、後輪位置調節部材４５は車体フレーム２の傾きと一体
的に傾き、右車輪３４（または左車輪２４）は路面７０から浮こうとする。右車輪３４（
または左車輪２４）が路面７０を押す荷重が大きくなり、右車輪３４（または左車輪２４
）が路面７０から受ける反力が大きくなり、右コントロールロッド４７（または左コント
ロールロッド４６）を押し上げる。この結果、後輪位置調節部材４５の右端部（または左
端部）が上動し、左端部（または右端部）が下動し、左コントロールロッド４６（または
右コントロールロッド４７）が左スイングアーム２０（または右スイングアーム３０）を
下方へ押す。従って、左車輪２４（または右車輪３４）は路面７０との接地状態を維持で
き、自動三輪車１の安定性を確保できる。また、左車輪２４、右車輪３４が右（左）に傾
いているので小回りが可能となる。
　【００２４】
　なお、上記した実施例では、後輪位置調節部材は略二等辺三角形状としたが、回転支持
軸を中心として左右に延びた横長の長方形状としたり、横長の楕円形状としたりしても良
い。
　また、上記した実施例では、左後輪、右後輪をインホイールモータにより駆動する場合
を例に挙げて説明したが、図１１に示す如く座席１３の下の車体フレーム２に、エンジン
、トランスミッション、デェファレンシャルギアを含むパワーユニット８０を搭載し、パ
ワーユニット８０で発生させた左右の回転駆動力をベルトドライブ式またはチェーンドラ
イブ式の動力伝達機構８１、８２により、左後輪２４、右後輪３４に伝達して回転駆動す
るようにしても良い。ベルトドライブ式の場合、動力伝達機構８１、８２の出力側にベル
ト式無段変速機を備えても良い。パワーユニット８０はモータ式に置き換えることもでき
る。
　或いは、図１２に示す如く座席１３の下の車体フレーム２に、エンジン、トランスミッ
ションを含むパワーユニット９０を搭載し、パワーユニット９０で発生させた回転力をプ
ロペラシャフト９１により後方の左車輪２４、右車輪３４の中間に装備したデェファレン
シャルギア部９２を駆動するようにする。プロペラシャフト９１とデェファレンシャルギ



整理番号:P0T-201701 特願2017-060250　 (Proof)  提出日:平成29年 3月25日       6/E
ア部９２の入力軸の間は等速ジョイントなどのユニバーサルジョイントで接続する。そし
て、デェファレンシャルギア部９２の左右の出力軸に各々、等速ジョイントなどのユニバ
ーサルジョイントを介して左右のドライブシャフト９３、９４を接続し、左右のドライブ
シャフト９３、９４の出力側を各々、等速ジョイントなどのユニバーサルジョイントを介
して左後輪２４、右後輪３４の回転軸に連結するようにしても良い。パワーユニット９０
はモータ式に置き換えることもできる。
【産業上の利用可能性】
　【００２５】
　本発明は、２つの後輪を備えたインホイールモータ駆動式、ベルトドライブ式、チェー
ンドライブ式、ドライブシャフト駆動式などの各種の三輪車両に適用可能である。
【符号の説明】
　【００２６】
　１　自動三輪車
　２　車体フレーム
　２０　左スイングアーム
　２４　左後輪
　３０　右スイングアーム
　３４　左後輪
　４０　リアサスペンション
　４１　アッパアーム
　４２　ロアアーム
　４３　中間リンク
　４４　ショックアブソーバ
　４５　後輪位置調節部材
　４６　左コントロールロッド
　４７　右コントロールロッド
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【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
　前輪一輪、後輪二輪の三輪車両の車体フレームの後部左端部に揺動支持軸を介して上下
に揺動自在に支持された左車輪用の左スイングアームと、
　前記車体フレームの後部右端部に揺動支持軸を介して上下に揺動自在に支持された右車
輪用の右スイングアームと、
　前記左スイングアームの後端部に回転自在に装備された左後輪と、
　前記右スイングアームの後端部に回転自在に装備された右後輪と、
　前記車体フレームの後部の左右方向に見た中央の上と下に各々、揺動支持軸を介して上
下に揺動自在に支持されたアッパアーム及びロアアームと、
　前記アッパアームの揺動側端部と前記ロアアームの揺動側端部に上下端部が各々、連結
軸を介して上下動自在に連結された中間リンクと、
　前記車体フレームの後部と前記中間リンクの間に介装したショックアブソーバと、
　前記中間リンクに、前後方向を軸方向とした回動支持軸を介して回動自在に支持されて
、回動支持軸より左側部分が上動・下動すると右側部分が下動・上動する後輪位置調節部
材と、
　前記後輪位置調節部材の回動支持軸より左側と前記左スイングアームとに上下端部が各
々、連結軸を介して連結された左コントロールリンクと、
　前記後輪位置調節部材の回動支持軸より右側と前記右スイングアームとに上下端部が各
々、連結軸を介して連結された右コントロールリンクと、
　を備えたことを特徴とする三輪車両。
【請求項２】
　左後輪と右後輪は、インホイールモータ駆動、ベルトドライブ駆動、チェーンドライブ
駆動、ドライブシャフト駆動の内のいづれか１つの方式で駆動されること、
　を特徴とする請求項１記載の三輪車両。
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【書類名】要約書
【要約】
【課題】　小回りのきく三輪車両を提供する。
【解決手段】　車体フレーム２の後下部の左右に左車輪用の左スイングアーム２０、右車
輪用の右スイングアーム３０を上下回動自在に支持する。車体フレーム２の中央の上と下
に、アッパアーム４１、ロアアーム４２を上下回動自在に支持し、アッパアーム４１、ロ
アアーム４２の回動端部に上下端部を連結した中間リンク４３を設ける。車体フレーム２
の後部と中間リンク４３の間にショックアブソーバ４４を介装する。中間リンク４３に、
前後方向を軸方向として後輪位置調節部材４５を回動自在に支持する。後輪位置調節部材
４５は左側部分が上動・下動すると右側部分が下動・上動する。後輪位置調節部材４５の
左側と左スイングアーム２０とに左コントロールリンク４６を連結し、後輪位置調節部材
４５の右側と右スイングアーム３０とに右コントロールリンク４７を連結する。
【選択図】　　　　図８
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【書類名】図面
【図１】

【図２】
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【図３】
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